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「
霊
感
商
法
」 

２
０
２
２
年
７
月
８
日
午
前
１
１
時
半
頃
、
奈

良
県
の
大
和
西
大
寺
駅
（
近
鉄
）
前
で
参
院
選
の

応
援
演
説
中
に
安
倍
晋
三
元
首
相
が
銃
撃
さ
れ
亡

く
な
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
銃
撃
事
件
の

被
告
の
犯
行
動
機
と
し
て
、
自
ら
の
母
親
が
信
仰

す
る
旧
・
統
一
教
会
（
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
）

に
多
額
の
寄
附
を
行
い
家
庭
が
崩
壊
し
、
教
団
と

関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
安
倍
元
首
相
を
狙
っ
た

と
供
述
し
ま
し
た
。
教
団
は
こ
れ
ま
で
に
も
霊
感

商
法
や
政
治
家
と
の
つ
な
が
り
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
法
人
等
に
よ
る
寄

附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
不

当
寄
附
勧
誘
防
止
法
）
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
法
律
は
、
法
人
等
（
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社

団
、
若
し
く
は
財
団
で
代
表
者
、
若
し
く
は
管
理

人
の
定
め
が
あ
る
も
の
）
に
よ
る
不
当
な
寄
附
の

勧
誘
を
禁
止
す
る
と
共
に
、
法
人
等
に
対
す
る
行

政
上
の
措
置
等
を
定
め
る
事
に
よ
り
、
消
費
者
契

約
法
（
平
成
１
２
年
法
律
第
６
１
号
）
と
あ
い
ま

っ
て
、
寄
附
の
勧
誘
を
受
け
る
者
の
保
護
を
図
る

事
を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。
主
な
内
容
と
し
て

は
、
１
．
寄
附
の
勧
誘
に
関
す
る
規
制
で
は
、
自

由
な
意
思
を
抑
圧
し
適
切
な
判
断
を
す
る
事
が
困

難
な
状
況
に
陥
る
事
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
寄
付

者
の
配
偶
者
や
親
族
の
生
活
の
維
持
を
困
難
に
す

る
事
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
勧
誘
す
る
法
人
等
を

明
ら
か
に
し
、
寄
附
を
さ
れ
る
財
産
の
使
途
を
誤

認
さ
せ
る
恐
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
の
寄
附

者
へ
の
配
慮
義
務
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
ま
す
。

ま
た
寄
附
の
勧
誘
に
際
し
、
不
当
勧
誘
行
為
で
寄

附
者
を
困
惑
さ
せ
る
事
（
①
不
退
去
、
②
退
去
妨

害
、
③
退
去
困
難
な
場
所
へ
の
同
行
、
④
威
迫
す

る
言
動
を
交
え
相
談
の
連
絡
を
妨
害
、
⑤
恋
愛
感

情
等
に
乗
じ
た
手
法
、
⑥
霊
感
等
に
よ
る
知
見
を

用
い
た
告
知
）
の
禁
止
行
為
に
つ
い
て
も
定
め
れ

て
お
り
ま
す
。
他
に
も
寄
附
の
為
に
借
入
れ
等
に

よ
る
資
金
調
達
の
要
求
の
禁
止
な
ど
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
て
お
り
、
２
．
違
反
に
対
す
る
行
政
措
置
・

罰
則
で
は
、
配
慮
義
務
の
遵
守
に
係
わ
る
勧
告
等

が
行
わ
れ
る
場
合
や
禁
止
行
為
に
係
わ
る
勧
告
・

命
令
、
ま
た
違
反
へ
の
罰
則
（
虚
偽
報
告
等
・
５

０
万
円
以
下
の
罰
金
、
命
令
違
反
・
１
年
以
下
の

拘
禁
刑
、
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
）
に
つ
い
て

定
め
て
お
り
ま
す
。
３
．
寄
附
の
意
思
表
示
の
取

消
し
で
は
、
不
当
な
勧
誘
に
よ
り
困
惑
し
て
寄
附

の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
の
取
消
、
ま
た
取
消
権

の
行
使
期
間
（
上
記
①
～
⑤
は
１
年
・
５
年
、
⑥

は
３
年
・
６
年
）
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
、
４
．
債
権
者
代
位
権
の
行
使
に

関
す
る
特
例
や
、
５
．
関
係
機
関
に
よ
る
支
援
な

ど
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
最
後
に
法
律

の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
寄
附
が
果
た
す
役
割
の
重

要
性
に
留
意
し
、
信
教
の
自
由
等
に
十
分
に
配
慮

す
る
事
と
、
宗
教
に
対
す
る
一
定
の
理
解
に
つ
い

て
も
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

「
寄
附
を
集
め
る
際
の
留
意
点
」 

宗
教
法
人
の
運
営
に
お
い
て
既
存
建
物
の
修

繕
や
増
改
築
、
及
び
新
築
、
周
年
事
業
の
予
算
の

準
備
な
ど
で
檀
信
徒
に
寄
附
を
お
願
い
す
る
事
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
先
に
記
述
し
た

禁
止
行
為
が
無
い
よ
う
に
、
寄
附
者
へ
十
分
な
説

明
や
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に

は
寄
附
の
目
的
及
び
使
途
や
事
業
計
画
の
説
明
、

金
額
や
期
間
に
つ
い
て
も
定
め
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
期
間
中
は
透
明
性
を
も
っ
て
情
報

開
示
を
行
い
、
さ
ら
な
る
信
頼
関
係
の
構
築
に
努

め
る
事
も
必
要
で
す
。
状
況
に
応
じ
て
寄
附
者
の

ご
家
族
へ
の
丁
寧
な
説
明
も
、
後
の
ト
ラ
ブ
ル
防

止
の
観
点
か
ら
重
要
で
す
。
ち
な
み
に
寄
附
の
不

当
勧
誘
に
係
わ
る
情
報
の
受
理
・
処
理
等
の
件
数

（
令
和
６
年
度
）
は
、
受
付
件
数
が
１
，
２
０
１

件
あ
り
、
勧
告
又
は
命
令
を
実
施
し
た
も
の
は
０

件
で
し
た
が
、
寄
附
の
不
当
勧
誘
の
事
実
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
（
不
当
勧
誘
と
通
報
さ
れ
た
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
）
は
１
４
件
で
し
た
。
ま
だ
不

当
勧
誘
と
認
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
殆
ど
無
い
様
で

す
が
、
寄
附
を
集
め
る
際
に
丁
寧
な
説
明
を
怠
る

と
、
寄
附
自
体
が
取
り
消
し
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

罰
則
が
科
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
ご
留
意
下

さ
い
。 


